
平成１１年（行ケ）第４７号　審決取消請求事件
平成１２年５月９日口頭弁論終結
　　　　　　　　　判　　　　　　決
　　　　原            告　    　イナ・ヴェルツラーガー・シェッフラー・コマ
ンディートゲゼルシャフト
　　　　代表者　　　          　【Ａ】
        同                      【Ｂ】
　　　　訴訟代理人弁護士　　　　鈴  木    　修
        同　　　　　　　　　　　大  平    　茂
　　　　同　　　　弁理士　　　　【Ｃ】
　　　　被　　　　　　告　　　　バンドー化学株式会社
　　　　代表者代表取締役　　　　【Ｄ】
　　　　訴訟代理人弁理士　　　　【Ｅ】
　　　　同　　　　　　　　　　　【Ｆ】
      　同　　　　　　　　　　　【Ｇ】
      　同　　　　　　　　　　　【Ｈ】
      　同　　　　　　　　　　　【Ｉ】
      　　　　　　主　　　　　　文
　　　　１　原告の請求を棄却する。
        ２　訴訟費用は原告の負担とする。
        ３　この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０
日と定める。
        　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  １　原告
    　特許庁が平成９年審判第１１８１４号事件について平成１０年１０月２日に
した審決を取り消す。
　　　訴訟費用は被告の負担とする。
  ２　被告
    　主文１、２項と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
  １　特許庁における手続の経緯
  　　被告は、発明の名称を「エンジン用補機のベルト伝動装置」とする特許第２
１０６６０２号発明（昭和６０年３月２９日特許出願、平成８年１１月６日設定登
録、以下「本件発明」といい、その特許を「本件特許」という。）の特許権者であ
る。
  　　原告は、平成９年７月１５日、本件発明に係る特許の無効の審判を請求し、
特許庁は、同請求を平成９年審判第１１８１４号事件として審理した結果、平成１
０年１０月２日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本
を同月２６日、原告に送達した。なお、出訴期間として９０日が付加された。
  ２　本件発明の特許請求の範囲
  　　エンジンのクランク軸を駆動軸とし、従動軸に、大きな回転慣性を有する発
電機を備え、上記駆動軸及び従動軸にそれぞれプーリを設け、該両プーリ間に伝動
ベルトを巻掛けて、角速度の微小変動を伴う上記クランク軸の回転駆動力を伝動ベ
ルトを介して従動軸に伝達して上記発電機を回転させるようにしたエンジン用補機
のベルト伝動装置であって、
  　　上記駆動軸及び従動軸のいずれか一方のプーリは、クランク軸の角速度微小
変動増加時には上記クランク軸から伝動ベルトを介しての従動軸への回転伝達経路
を接続する一方、クランク軸の角速度微小変動減少時には上記発電機の回転慣性ト
ルクが伝動ベルトを介してクランク軸に動力循環しないように上記クランク軸から
の伝動ベルトを介しての従動軸への回転伝達経路を遮断する一方向クラッチを介し
て回転軸上に取り付けられていることを特徴とするエンジン用補機のベルト伝動装
置。
  ３　審決の理由
  　　別紙審決書の理由の写しのとおり（ただし、１０頁６行目の「甲第２号証」
は「甲第１号証」の誤記と認める。）、原告が、本件発明は、(イ)特開昭５６－１
０１３５３号公報（審決の甲第１号証、本訴の甲第３号証、以下「引用例１」とい
い、これに記載された原告主張に係る発明を「引用発明１」という。）と同一であ



るか、仮にそうでないとしても引用発明１に基づいて当業者が容易に発明をするこ
とができたものである（主張(イ)）、(ロ)引用発明１並びに実願昭５７－７４８７
６号（実開昭５８－１７９８６６号）のマイクロフィルム（審決の甲第２号証、本
訴の甲第４号証、以下「引用例２」といい、これに記載された原告主張に係る発明
を「引用発明２」という。）及び実願昭５５－８８７６３号（実開昭５７－１７２
５６号）のマイクロフィルム（審決の甲第３号証、本訴の甲第５号証、以下「引用
例３」といい、これに記載された原告主張に係る発明を「引用発明３」という。）
各記載の発明から容易に発明をすることができたものである（主張(ロ)）、と主張
した（ただし、原告は、本件発明が引用例２に従来例として記載されているベルト
駆動のものに、引用例２に記載のクラッチを用いることによって当業者が容易に発
明できたものであるという主張はしていない。）のに対して、原告の主張はいずれ
も理由がないと認定判断した。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
  　　審決の理由１ないし５は認める。同６は、１１頁１３行の冒頭から、１５行
から１６行にかけての「課題とするものであって、」まで及び１２頁１４行から１
９行までを認め、その余は争う。同７は争う。
  　　審決は、本件発明及び引用発明１の技術内容を誤認した結果主張(イ)につい
ての判断を誤り（取消事由１）、引用例２、３に本件発明の技術的課題が開示され
ていることを看過した結果主張(ロ)についての判断を誤り（取消事由２）、上記誤
りがその結論に影響を及ぼしたものであるから、違法であって、取り消されるべき
である。
  １　取消事由１（主張(イ)についての判断の誤り）
    (1)　審決は、本件発明について「角速度微小変動に反応する一方向クラッチ
（以下「高感度クラッチ」という。）を用いることによって」（１１頁８行ないし
１０行）として、本件発明は一方向クラッチの中から、特に「角速度微小変動に対
応する」高感度なクラッチを選択したものと認定したが、誤りである。本件発明
は、一般的な一方向クラッチを使用したものにすぎない。　
    (2)　本件発明の特許請求の範囲の「クランク軸の角速度微小変動減少時には上
記発電機の回転慣性トルクが伝動ベルトを介してクランク軸に動力循環しないよう
に上記クランク軸からの伝動ベルトを介しての従動軸への回転伝達経路を遮断する
一方向クラッチ」という記載は、特定の一方向クラッチを選択したものと理解すべ
きではなく、単に一方向クラッチを使用する目的を記載したものにすぎない。
      　また、本件発明に係る明細書（以下「本件明細書」という。）には、一方
向クラッチについて、「これに対し、本発明では、一方向クラッチにより、・・・
クランク軸の角速度微小変動減少時には発電機の回転慣性トルクが伝動ベルトを介
してクランク軸に動力循環しないように上記クランク軸からの伝動ベルトを介して
の従動軸への回転伝達経路を遮断するようにしたので」（甲２号証４欄３４行ない
し４０行）との記載があるのみであり、何ら特定の一方向クラッチを選択すべきこ
とは記載されていない。
      　本件発明の特許請求の範囲の「上記発電機の回転慣性トルクが・・・動力
循環しないように・・・回転伝達経路を遮断する一方向クラッチ」との記載は、本
件特許出願時の明細書（以下「本件当初明細書」という。）には記載されておら
ず、出願後の補正により挿入されたものである。しかも、本件当初明細書では、一
貫して従来技術の問題点はベルトとプーリとのスリップにあると説明されている
が、ベルトがプーリに対してスリップすれば動力循環などという問題は生じない。
このように、本件特許出願時に完成されていた発明は、動力循環を遮断する構成な
どということは全く考慮されていなかったのであるにもかかわらず、上記補正が、
要旨変更とされずに許されたのは、この記載が単に駆動軸と従動軸との間に一方向
クラッチを挿入すれば当然生じる現象をそのまま記載したにすぎないからである。
したがって、上記記載は、一方向クラッチの通常の作用を説明しているものであっ
て、被告が主張するように、目的を達成するための構成に欠くことができない事項
を記載したものと理解する余地はない。
    (3)　審決の前記認定は、一方向クラッチに「高感度」なものと「低感度」なも
のという異なった種類が存在するという前提に立つものであるが、以下のとおり、
この前提は誤りである。
      イ　【Ｊ】作成の鑑定書（以下「甲第６号証鑑定書」という。）は、本件特
許出願前から市場で販売されていた一般的な一方向クラッチである東洋ベアリング
製ＨＦ３５２０を使用して実験した鑑定書である。この実験によれば、上記東洋ベ



アリング製ＨＦ３５２０は、本件発明にいう「クランク軸の角速度微小変動」に追
随するものであることが明らかである。
      ロ　被告主張に係る株式会社椿本チエイン（以下「椿本チエイン」とい
う。）のカタログに記載されているインデキシングに用いられる一方向クラッチ
は、そこに示される頻度についての複数の使用範囲（３００回／分以上、３００回
／分以下、１５０回／分以下）のいずれの範囲においても、その頻度の範囲の限界
においてクラッチの正常な断続の作用を発揮している。したがって、これらが、そ
の限界を超えると急にその断続の作用が失われるとは考えられないから、これらの
範囲を表す数値と本件発明に関連して用いられた「高感度」、「低感度」との関連
性はない。
      　　また、インデキシングクラッチは、入力軸の揺動運動と出力軸の間欠運
動を扱う機構に用いるもので、このような機構への使用は、当該機構の構成部材の
慣性の問題から、元々大きな頻度で用いることのない特殊な用途である。したがっ
て、このような特別な用途に用いるクラッチに複数の種類があるという事実は、本
件発明及び引用各発明のような機関の動力伝達に使用し連続的に回転する態様で用
いる一方向クラッチの特性の議論とは関係がない。
    (4)　一般に当業者は、一方向クラッチといえば、十分クランク軸の微小な角速
度の変動に反応するものを考えるものである。
      　すなわち、実願昭５８－４８９６８号（実開昭５９－１５５３４６号）の
マイクロフィルム（以下「甲第７号証刊行物」という。）には、クランク軸とプー
リを一方向クラッチを介して結合することによりねじり振動を減衰するに当たり、
単に一方向クラッチを用いると記載されているのみであって、微小な角速度の変動
に反応する一方向クラッチを特に選択して使用することは記載されていない。
      　また、引用例２においても、何ら特別なクラッチを必要とする旨の記載は
なく、単に「ワンウエイ　クラッチ」を用いることによって、当然エンジン爆発に
よる微小角速度変動作用するものが意図されているのである。
    (5)　したがって、本件発明は、引用発明１と同一か、又は引用発明１から容易
に発明することができたものである。
  ２　取消事由２（主張(ロ)についての判断の誤り）
    (1)　審決は、引用例２に高感度クラッチが記載されていると認めながら、引用
発明１にも、引用発明３にも、高感度クラッチを用いる必然性も、動機付けもない
から、本件発明は、引用発明１ないし３から容易に発明できたものとすることはで
きないと認定判断したが、誤りである。
    (2)　引用例２には、「前記オルタネータの駆動系では、ディーゼルエンジンの
急加減速及び捩り振動による緩衝がＶベルト駆動の場合は、ベルトのすべりにより
吸収されるが、歯車駆動の場合には、充分に吸収されなくて、回転軸（ｂ）の捩り
応力が疲労限界を越えるという問題を生じていた。」（甲第４号証２頁２行ないし
７行）との記載がある。この記載は、捩り振動による緩衝の問題を指摘するもので
あり、ベルトについては、問題点としてはとりあげられていないものの、「すべ
り」が生じることが明確に記載されている。そして、このすべりの問題は、引用例
３においては、「前記プーリ５とベルトとのすべりによる摩擦エネルギーとなって
しまい」（甲第５号証２頁１４行ないし１５行）と記載されている。プーリとベル
トがすべることにより摩擦エネルギーとなるということは、熱の発生によるベルト
の変形及び音の発生という問題点を容易に想起させるものである。
      　以上のとおり、引用例２、３には、エンジンのクランク軸の角速度の微小
な変動により、プーリとベルトがすべることによるベルトの変形及び音の発生とい
う本件発明と同一の技術的課題が実質的に開示されている。したがって、一方向ク
ラッチを持ち、ベルトにより動力を伝達する形式の引用発明１に、引用例２、３の
開示する技術的課題から、引用発明２の高感度一方向クラッチを組み合わせること
は、当業者にとって容易なものというべきである。
    (3)　したがって、本件発明は、引用発明１ないし３から容易に発明することが
できたものである。
第４　被告の反論の要点
  １　取消事由１（主張(イ)についての判断の誤り）について
    (1)　本件発明は、一般的な一方向クラッチではなく、「角速度微小変動に対応
する一方向クラッチ」という特別なものを使用した発明である。
    (2)　本件発明の特許請求の範囲に記載されたとおり、本件発明の一方向クラッ
チは、クランク軸の角速度微小変動増加時と角速度微小変動減少時とで異なる挙動



をとるのであるから、これは「角速度微小変動に反応する一方向クラッチ」と解す
べきである。
      　本件発明において一方向クラッチを使用する目的は、「角速度の微小変動
を伴うエンジンのクランク軸の回転駆動力を、大きな回転慣性を有する発電機を備
えた従動軸に伝達する場合において、クランク軸の角速度微小変動に起因する動力
循環をなくすことにより、伝動ベルトが常時負担する必要トルクを大幅に軽減」
（甲第２号証３欄３４行ないし３９行）するという課題を解決するためであること
は明白である。すなわち、本件発明の特許請求の範囲の「クランク軸の角速度微小
変動増加時には上記クランク軸から伝動ベルトを介しての従動軸への回転伝達経路
を接続する一方、クランク軸の角速度微小変動減少時には上記発電機の回転慣性ト
ルクが伝動ベルトを介してクランク軸に動力循環しないように上記クランク軸から
の伝動ベルトを介しての従動軸への回転伝達経路を遮断する一方向クラッチ」は、
そのような目的を達成するための構成に欠くことができない事項を記載したもので
あって、原告の主張するような「目的」を記載したものではない。
      　また、本件明細書には、「エンジンは爆発行程時のみに駆動エネルギを生
じ、他の行程では駆動力を発生しないため、その駆動軸としてのクランク軸にはそ
の回転中、常に角速度の微小変動がある。」（甲第２号証２欄１１行ないし１４
行）、「１／６０秒など、極めて短いサイクル毎にみれば、クランク軸の角速度は
周期的に微小変動している。」（同４欄１８行ないし１９行）との記載があり、こ
れらの記載から、本件発明が問題とする角速度微小変動の内容は明白である。そし
て、本件明細書は、特許請求の範囲において、一方向クラッチがそのような角速度
微小変動の増減に反応するものであることを特定し、発明の詳細な説明の欄におい
て、一方向クラッチがそのような角速度微小変動の増減に反応するものであること
を説明しているのであるから、本件明細書には特定の一方向クラッチを選択するこ
とが記載されているのである。
    (2)　一方向クラッチには、「高感度」と「低感度」の区別がある。
      イ　本件特許出願前から現在に至るまで一般産業用クラッチのリーディング
メーカーである椿本チエインのカタログには、カムクラッチ（一方向クラッチ）
は、インデキシングの用途において、頻度３００回／分以上の高速用、頻度３００
回／分以下の中速用、及び頻度１５０回／分以下の低速用に区別されている。上記
「頻度」は感度に相当するから、一方向クラッチには、「高感度」と「低感度」の
区別があるのである。
      ロ　甲第６号証鑑定書は、ドイツ連邦共和国で現在市販されているフリーホ
イルの性能に関するものであり、その実験に供されたフリーホイルが本件特許出願
前からＮＴＮ社に納入されているフリーホイルと同一であることの立証又は同一の
性能を有することの立証がない。したがって、甲第６号証鑑定書は、本件特許出願
時における日本の当業者の技術常識を示すものではない。
    (3)　仮に甲第７号証刊行物記載の一方向クラッチが角速度微小変動に反応する
一方向クラッチであるとしても、そのことは、当業者が、一方向クラッチといえば
一般に十分クランク軸の微小な角速度の変動に反応するものを考えることの証拠に
はならない。すなわち、角速度の大きな変動を問題にするときには、角速度の大き
な変動にしか反応しない一方向クラッチ（通常は、角速度の微小変動にも反応する
一方向クラッチよりも安価である。）の使用を考えるのが当業者の技術常識であ
る。
      　また、引用例２記載の発明は、回転軸の捩り応力を軽減することを目的と
するものであるから、その一方向クラッチは回転軸の捩り応力を軽減するに足る応
答性を有するものであるにすぎず、原告の「当業者にとって、一方向クラッチとい
えば一般に十分クランク軸の微小な角速度の変動に反応するものを考える」との主
張には結びつかない。
  ２　取消事由２（主張(ロ)についての判断の誤り）について
  　　引用発明１には、高感度クラッチを用いる必然性も、動機付けも見当たらな
いし、他に引用発明２のクラッチを引用発明１に用いるための動機付けも見当たら
ない。また、引用発明３は、引用発明１と同様の目的を達成するために一方向クラ
ッチを設けたものであるから、引用発明１と同様であって、高感度クラッチを用い
る必然性はなく、それをする動機付けも見当たらない。
第５　当裁判所の判断
  １  取消事由１（主張(イ)についての判断の誤り）について
    (1)  本件発明の特許請求の範囲の記載について



      イ　本件発明の特許請求の範囲に記載された「上記駆動軸及び従動軸のいず
れか一方のプーリは、クランク軸の角速度微小変動増加時には上記クランク軸から
伝動ベルトを介しての従動軸への回転伝達経路を接続する一方、クランク軸の角速
度微小変動減少時には上記発電機の回転慣性トルクが伝動ベルトを介してクランク
軸に動力循環しないように上記クランク軸からの伝動ベルトを介しての従動軸への
回転伝達経路を遮断する一方向クラッチ」の技術的意義は、特許請求の範囲からは
一義的に明確ではない。そこで、本件明細書の発明の詳細な説明の欄を参酌するこ
ととする。
      　　まず、「クランク軸の角速度微小変動」の技術的意義について検討す
る。
        　甲第２号証（本件公告公報）によれば、本件明細書には、「エンジンを
駆動源とし、その回転駆動力をエンジン用補機に伝動ベルトにより伝達する場合、
上記エンジンは爆発行程時のみに駆動エネルギを生じ、他の行程では駆動力を発生
しないため、その駆動軸としてのクランク軸にはその回転中、常に角速度の微小変
動がある。」（２欄１０行ないし１４行）、「本発明の作用について説明する。通
常、エンジンの回転駆動力は、回転中、既述の如くガソリンエンジンでは最大１．
５～２．０度、ディーゼルエンジンでは最大６～８度の角速度微小変動が生じてお
り、従って第２図に示すように定常運転時、低速回転時と言えども１／６０秒な
ど、極めて短いサイクル毎にみれば、クランク軸の角速度は周期的に微小変動して
いる。」（４欄１３行ないし１９行）との記載があることが認められ、上記記載に
よれば、前記「角速度微小変動」は、エンジンが爆発行程時のみに駆動エネルギー
を生じ、他の行程では駆動力を生じないことに伴い、クランク軸の角速度が、約６
０分の１秒以下の周期で微小変動することを指すものと認められる。
        　そして、甲第２号証によれば、本件明細書の発明の詳細な説明の欄に
は、「本発明は・・・角速度の微小変動を伴うエンジンのクランク軸の回転駆動力
を、大きな回転慣性を有する発電機を備えた従動軸に伝達する場合において、クラ
ンク軸の角速度微小変動に起因する動力循環をなくすことにより、伝動ベルトが常
時負担する必要トルクを大幅に軽減して、ベルトの早期破損やベルトのすべりによ
る異音の発生を防止し、ベルトの耐用寿命を著しく長期化させ、発電機に対するベ
ルト伝動を実現することを目的とするものである。」（３欄３４行ないし４２行）
との記載があることが認められ、上記記載によれば、本件発明の特許請求の範囲の
前記記載は、約６０秒の１秒以下の周期で、すなわち毎秒６０回以上繰り返される
クランク軸の角速度の微小変動に対応して、クランク軸から伝動ベルトを介しての
回転伝達経路を、接続・遮断を繰り返す一方向クラッチを指すものと認められる。
      ロ　原告は、上記「上記駆動軸及び従動軸のいずれか一方のプーリは、クラ
ンク軸の角速度微小変動増加時には上記クランク軸から伝動ベルトを介しての従動
軸への回転伝達経路を接続する一方、クランク軸の角速度微小変動減少時には上記
発電機の回転慣性トルクが伝動ベルトを介してクランク軸に動力循環しないように
上記クランク軸からの伝動ベルトを介しての従動軸への回転伝達経路を遮断する一
方向クラッチ」との記載は、単に一方向クラッチを使用する目的を記載したもにす
ぎないと主張する。しかし、一方向クラッチが約６０秒の１秒以下の周期で繰り返
されるクランク軸の角速度の微小変動に対応できなければ、上記本件明細書の発明
の詳細な説明の欄に記載された本件発明の目的は達成できないから、上記特許請求
の範囲の記載は、単に一方向クラッチを使用する目的を記載したものではなく、目
的を達成するための構成に欠くことができない事項を記載したものと解すべきであ
る。原告の主張は、採用することができない。
      ハ　また、原告は、本件発明の特許請求の範囲の「上記発電機の回転慣性ト
ルクが・・・動力循環しないように・・・回転伝達経路を遮断する一方向クラッ
チ」との記載は、本件当初明細書には記載されておらず、しかも、本件当初明細書
では、一貫して従来技術の問題点はベルトとプーリとのスリップにあると説明され
ているから、本件特許出願時に完成されていた発明は、動力循環を遮断する構成で
はなかったとして、特許請求の範囲の上記記載は、一方向クラッチの通常の作用を
説明しているものにすぎないと主張する。
        　甲第２号証によれば、本件発明にいう動力循環とは、「クランク軸から
発電機ロータに伝達した動力がクランク軸に戻ってくることであり、伝動ベルトで
みると、ベルトの張り側と緩み側との逆転状態になることである」（３欄２０行な
いし２３行）ものと認められる。そして、甲第８号証（本件当初明細書）によれ
ば、本件当初明細書には、「従来のベルト伝動装置であれば従動軸の回転慣性力が



大きいと、第１図の範囲Ａの角速度増加より第１図の範囲Ｂの角速度低下方向へ変
化したとき、従動軸がこの変化Ｂに追随しきれず、一点鎖性（判決注・線の誤記と
認める。）で示すような角速度変化となる。従って、このときの角速度の差Δｄが
スリップとなる。」（６頁４行ないし１０行）、「そこで、本発明において
は・・・第２図に示すように、範囲Ａの角速度増加時のみ駆動力を伝達し、範囲Ｂ
では、従動軸のみの回転を鎖線で示すように許容し、」（６頁１１行ないし１８
行）として第１、第２図が示されていることが認められる。そして、上記第１図で
は、クランク軸が減速状態、すなわち範囲Ｂになっても、直ちにスリップが生じる
わけではなく、しばらくの間は従動軸もクランク軸の減速に引きずられて減速して
いることが図示されているから、スリップが生じるまでの間は、クランク軸から発
電機ロータに伝達した動力がクランク軸に戻り、ベルトの張り側と緩み側との逆転
状態になるという動力循環が生じていることが認められる。のみならず、上記第１
図では、スリップが生じた後も、すべり摩擦力分の動力がクランク軸に戻ることが
明らかであるから、その後にも動力循環が生じているというべきである。一方、上
記第２図では、クランク軸が減速状態になっても、従動軸はクランク軸の減速に引
きずられて減速することはないことが図示されているから、動力循環は遮断されて
いるものと認められる。
        　したがって、本件当初明細書には、一方向クラッチによって動力循環を
遮断する構成が記載されていたというべきであるから、原告の主張は、採用するこ
とができない。
    (2)　一方向クラッチにおける「高感度」と「低感度」の区別の有無について
      イ　乙第３号証（「つばきモールス　カムクラッチ」椿本チエイン昭和５９
年２月１日発行、以下「乙第３号証刊行物」という。）、乙第１号証（「椿本チエ
イン　１９８９総合カタログ」椿本チエイン平成元年ころ発行、以下「乙第１号証
刊行物」という。）及び弁論の全趣旨によれば、いずれも本件特許出願前におい
て、一方向クラッチであるカムクラッチには、高頻度のかみ合いと空転、すなわち
動力伝達経路の接続・遮断を繰り返す使用法であるインデキシングという用途があ
ったこと、一般産業用クラッチの大手メーカーである椿本チエインでは、インデキ
シングに適したカムクラッチとして、ＭＺ、ＰＢ、２００、ＬＤ、ＭＩ、ＭＸ、Ｍ
Ｉ－Ｓ、ＰＯ、ＰＧ、ＰＳという各名称のシリーズの商品を販売していたこと、そ
のうち、ＭＸシリーズの商品は、最高インデキシング頻度が毎分１２００回の能力
があり高速（頻度毎分３００回以上）・送り角度小の用途に最も適し、中低速（頻
度毎分３００回以下）、送り角度小の用途にも適するというものであったが、他の
シリーズの商品は、２００シリーズの商品は最高インデキシング頻度が毎分１５０
回の能力、ＬＤシリーズの商品は最高インデキシング頻度が毎分１００回の能力で
あるなど、いずれも中低速、送り角度小の用途に最も適するか又は適するが、高
速・送り角度小の用途には適さないとされていたことが認められる。
        　そうすると、当業者は、本件発明の特許請求の範囲の「上記駆動軸及び
従動軸のいずれか一方のプーリは、クランク軸の角速度微小変動増加時には上記ク
ランク軸から伝動ベルトを介しての従動軸への回転伝達経路を接続する一方、クラ
ンク軸の角速度微小変動減少時には上記発電機の回転慣性トルクが伝動ベルトを介
してクランク軸に動力循環しないように上記クランク軸からの伝動ベルトを介して
の従動軸への回転伝達経路を遮断する一方向クラッチ」について、毎秒約６０回以
上、すなわち毎分約３６００回以上の頻度で接続・遮断を繰り返すものであるか
ら、上記ＭＺ、ＰＢ、２００、ＬＤ、ＭＩ、ＭＩ－Ｓ、ＰＯ、ＰＧ、ＰＳの各シリ
ーズのような高速のインデキシングには適さない一方向クラッチではなく、上記Ｍ
Ｘシリーズ以上の最高インデキシング頻度の能力を有する一方向クラッチであると
認識するものと認められる。したがって、本件発明は、一般的な一方向クラッチで
はなく、毎分約３６００回以上の角速度微小変動に対応する一方向クラッチを使用
しているものというべきである。
        　審決が、本件発明について、「角速度微小変動に対応する一方向クラッ
チ（以下「高感度クラッチ」という。）を用いることによって、エンジン運転中の
角速度微小変動減少時に駆動力の伝達を遮断するという構成を有するものであ
る。」（１１頁８行ないし１２行）とした認定判断は、上記の意味において相当で
ある。
      ロ　原告は、前記椿本チエインの販売していた一方向クラッチは、毎分３０
０回以下等というカタログに示されるインデキシング頻度の限界を超えると、急に
その断続の作用が失われるとは考えられないから、これらの範囲を表す数値と本件



発明に関連して用いられた「高感度」、「低感度」との関連性はないと主張する。
しかし、毎分３００回以上のインデキシングに適さないとされている一方向クラッ
チが、その十倍以上である毎分３６００回以上の接続・遮断の機能を発揮するとは
認められないから、原告の主張は、採用することができない。
        　また、原告は、インデキシングクラッチは、元々大きな頻度で用いるこ
とのない特殊な用途であるから、このような特別な用途に用いるクラッチに複数の
種類があるという事実は、本件発明及び引用各発明のような、機関の動力伝達に使
用し連続的に回転する態様で用いる一方向クラッチの特性の議論とは関係がないと
主張する。しかし、カムクラッチが一方向クラッチである以上、インデキシングに
用いられる場合であろうと、本件発明のような機関の動力伝達に用いられる場合で
あろうと、動力伝達経路の接続・遮断を繰り返す能力ないし感度が変わるものでは
ないから、インデキシング頻度の能力ないし感度は、本件発明及び引用各発明に用
いられる一方向クラッチの能力ないし感度を示すものというべきである。原告の主
張は、採用することができない。
      ハ　甲第６号証（甲第６号証鑑定書）によれば、一方向クラッチである東洋
ベアリング製ＨＦ３５２０は、本件発明にいうクランク軸の角速度微小変動に追随
することができるものであることが認められるけれども、上記東洋ベアリング製Ｈ
Ｆ３５２０が、高速のインデキシングに適さないものとされていたと認めるに足り
る証拠はないから、上記事実は、前記認定を左右するに足りるものではない。
    (3)　引用発明１の一方向クラッチについて
      イ　甲第３号証（引用例１）によれば、引用発明１は、車両のエンジンの減
速時に発電機の回転慣性エネルギーを発電作用に利用することを技術的課題として
いることが認められ、車両のエンジンの加速・減速が毎分約３６００回以上もの頻
度で行われるとは考えられないから、当業者は、引用発明１に用いられる一方向ク
ラッチは、高速のインデキシングに適するものである必要はなく、中低速のインデ
キシングに適するもので十分であると認識するものと解される。
      ロ　原告は、甲第７号証刊行物及び引用例２の記載を根拠として、一般に当
業者は、一方向クラッチといえば、十分クランク軸の微小な角速度の変動に反応す
るものを考える旨主張する。しかし、本件特許出願時には、本件発明の特許請求の
範囲にいう「微小角速度変動」、すなわち、毎分約３６００回以上の角速度微小変
動に対応する一方向クラッチと、これに対応できない一方向クラッチが存在してい
たこと、及び当業者は、引用発明１に用いられる一方向クラッチについて、毎分約
３６００回以上の高速のインデキシングに適するものである必要はなく、毎分約３
００回以下の中低速のインデキシングに適するもので十分であると認識するものと
解されることは前示のとおりであるから、甲第７号証刊行物及び引用例２の記載と
はかかわりなく、当業者が、引用発明１に本件発明の特許請求の範囲にいう「微小
角速度変動」、すなわち、毎分約３６００回以上の角速度微小変動に対応する一方
向クラッチを用いるべきものと認識したとは認められない。
    (4)　以上の事実によれば、本件発明は、引用発明１と同一とは認められない
し、また、引用発明１から当業者が容易に発明をすることができたとすることもで
きないとした審決の認定判断に誤りはないというべきである。
  ２　取消事由２（主張(ロ)についての判断の誤り）について
    (1)　甲第４号証（引用例２）によれば、引用例２には、「ディーゼルエンジン
の回転をオルタネータ駆動歯車を介してオルタネータに伝えるオルタネータの駆動
系において、・・・ワンウエイクラッチを設けたことを特徴とする緩衝装置」（１
頁５行ないし９行）、「オルタネータの駆動系では、ディーゼルエンジンの急加減
速及び捩り振動による緩衝がＶベルト駆動の場合は、ベルトのすべりにより吸収さ
れるが歯車駆動の場合には、十分に吸収されなくて、回転軸（ｂ）の捩り応力が疲
労限界を越えるという問題が生じていた。」（２頁２行ないし７行）、「第１図に
示したオルタネータの駆動系の場合、エンジンからオルタネータ駆動歯車(6)への伝
達トルクの波形は、エンジンの爆発行程に応じ第３図中（Ａ）のような両振巾の波
形になり、特に捩り振動の共振点付近では、回転軸(2)の捩り応力が疲労限界を越え
る」（３頁下から４行ないし５頁２行）として、エンジンの爆発行程に応じた捩り
振動、すなわち角速度微小変動がオルタネータ駆動歯車に悪影響を与えるが、Ｖベ
ルト駆動の場合にはそのような問題はない旨の記載はあるものの、引用発明２のワ
ンウエイクラッチ、すなわち角速度微小変動に対応する一方向クラッチをベルト駆
動に使用することについては、記載も示唆もないものと認められる。
    (2)　甲第５号証（引用例３）によれば、引用例３には、「従来の自動車用エン



ジンの発電機にあっては、・・・エンジン加速時に高速回転となった発電機のロー
タコイル１やロータコア３のもつ回転エネルギーは有効に利用されず、この回転エ
ネルギーの大部分は前記プーリ５とベルトとのすべりによる摩擦エネルギーとなっ
てしまい回収できないという問題点があった。」（２頁７行ないし１６行）、「エ
ンジンの加速時には、エンジン回転数に比例した回転数でロータコア３、ロータコ
イル１の回転数は上昇し発電を行うが、減速時やギアチェンジのようにエンジン回
転が下がった場合でもスリーブ８に取り付けられているロータコア３、ロータコイ
ル１は一方向クラッチ９の作用によりそのまゝ回転しつづけ、自身の持っている回
転エネルギーを発電によって再利用可能な電気エネルギーに変換することができ
る。」（４頁１４行ないし５頁３行）として、高速回転となった発電機の回転エネ
ルギーが、エンジンの減速時やギアチェンジによってエンジン回転数が下がった場
合に、プーリとベルトとのすべりによる摩擦エネルギーとなってしまい回収できな
いという問題点がある旨の記載はあるものの、エンジンの爆発行程に応じた角速度
微小変動が問題であることについても、角速度微小変動に対応する一方向クラッチ
をベルト駆動に使用することについても、記載も示唆もないものと認められる。
    (3)　原告は、引用例２には、エンジンの捩り振動によってベルトのすべりが生
じることが記載され、このすべりの問題が、引用例３において、プーリとベルトが
すべることにより摩擦エネルギーとなると記載されており、これは、熱の発生によ
るベルトの変形及び音の発生という問題点を容易に想起させるものであると主張す
る。
      　しかし、前記(1)、(2)の事実によれば、引用例２の記載は、エンジンの爆
発行程に応じた角速度微小変動の場面で発生するベルトのすべりについて、捩り応
力を問題としているのに対して、引用例３の記載は、エンジンの減速時やギアチェ
ンジによってエンジン回転数が下がった場面で発生するベルトのすべりについて、
そのすべりの発生によるエネルギーの損失を問題としているものであって、両者
は、異なる場面において異なる程度、頻度で発生するすべりについて、異なる問題
を指摘しているというべきものである。したがって、引用例３のベルトのすべりに
よる摩擦エネルギーの損失についての記載は、これとは異なる場面において、異な
る程度、頻度で発生する引用例２に記載されたエンジンの爆発行程に応じた角速度
微小変動の場面でのベルトのすべりについて、引用例３に記載もされていない熱の
発生によるベルトの変形及び音の発生という問題点を容易に想起させるものという
ことはできない。原告の主張は、採用することができない。
    (4)　以上の事実によれば、本件発明は、引用発明３ないし５から当業者が容易
に発明することができたとすることができないとした審決の認定判断に誤りはない
というべきである。
  ３　以上のとおりであるから、 原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、その
他審決にはこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
第６　よって、本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担並びに上告及び上告
受理の申立てのための付加期間の付与について行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６
１条、９６条２項を適用して、主文のとおり判決する。
　　　東京高等裁判所第６民事部

　　　　　　　裁判長裁判官    　 山　　下　　和　　明
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　裁判官　　   山　　田　　知　　司
                            　
　　　　　　　　　　裁判官　     宍　　戸　        充


